
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

  

  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者月間の一環として、消費生活に関するトラブルの相談に 

無料で弁護士や消費生活相談員等が応じます。 

商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など消費生活のトラブルで 

お困りの消費者の解決のお手伝いをします。 

お気軽にご相談ください! 

   
   

  
   
   


